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福島第一原子力発電所の事故が発生して２ヶ月を経過してい

るが、依然として予断を許さない状況にある。このような状況

がいつまで続くのか、国民、特に立地地域や周辺の住民は、先

の見えない不安を感じており、一刻も早い事態の収束が求めら

れている。 

このため、国においては、今後とも、福島第一原子力発電所

の事故について、地震被害・津波被害の両面から、徹底した原

因究明を行い、安全対策の見直し等に反映させていく必要があ

ることは当然ながら、国民の不安、不信をこれ以上拡大させな

いという観点から、国が現時点で把握している情報と、これま

で国が対応してきた経緯について、速やかに、合理的かつ整合

性のある説明を行うことが求められる。 

一方で、他の地点に立地する原子力発電所については、緊急

に安全性を確認する必要がある。去る３月３０日、国から事業

者に対し、緊急安全対策の指示があり、５月６日には原子力安

全・保安院による確認・評価が示された。国は、各事業者の緊

急安全対策は適切であるとして、現在運転中の原子力発電所の

運転継続及び起動を控えている発電所の運転再開に支障はない

としているが、各地点の地元自治体に対しては、本評価の根拠

について、プルサーマルや高経年化プラント等、地点毎の特徴

を踏まえた十分な説明がなされているとは言えない。 

こうした中、全国の原子力発電所の安全性や全国的な電力需

給への影響などについて、国民に十分な説明がないまま、菅内

閣総理大臣から、中部電力浜岡原子力発電所において、運転中

のものも含め全面停止するよう事業者に対して要請がなされた

ことから、他の立地自治体においては、立地する原子力発電所

の取扱いについて、大変困惑している状況にある。 

したがって、国においては、福島第一原子力発電所事故の一

刻も早い収束に努め、事故の影響によるあらゆる被害について、

十分な補償や救済措置を講じるとともに、次の２点について早

急に対応するよう緊急要請するものである。 
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１ 福島第一原子力発電所事故の原因について、現時点で把握

している情報を系統的に分析・整理したうえで、全てを速や

かに公開し、国が責任を持って、立地及び周辺自治体に示す

とともに、国民に説明すること 

 

２ 原子力安全・保安院では、緊急安全対策は適切に措置され

ていることを確認したとして、現在運転中の原子力発電所の

運転継続及び起動を控えている発電所の運転再開に支障はな

いとしているが、浜岡原子力発電所についてのみ運転停止要

請をしたこととの整合性を含め、安全基準などの判断根拠を、

国が責任を持って、立地及び周辺自治体に具体的に示すとと

もに、国民に説明すること 

 

 


